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税務訴訟資料 第２７３号（順号１３８７８） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 相続税更正処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（渋谷税務署長） 

 令和５年８月３１日棄却・確定 

 

    判    決 

 原告          甲 

 同訴訟代理人弁護士   山下 清兵衛 

 同           山下 功一郎 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    齋藤 健 

 処分行政庁       渋谷税務署長 

             板倉 弘至 

 同指定代理人      江原 謙一 

 同           小池 裕行 

 同           宗形 久美子 

 同           淵 政博 

 同           高倉 智宏 

                ほか 

 

    主    文 

 １ 原告の請求を棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    渋谷税務署長が令和２年４月２２日付けで原告に対してした被相続人乙の相続に係る相続税

の更正処分のうち、課税価格１億４０２３万６０００円、納付すべき税額１５７６万９５０

０円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

  １ 被相続人乙（昭和●年●月生（乙１）。以下「本件被相続人」という。）の遺言によりその一

切の財産を相続（以下「本件相続」という。）した原告は、本件相続に係る相続税（以下「本

件相続税」という。）について渋谷税務署長（以下「処分行政庁」という。）に申告したとこ

ろ、処分行政庁から、本件被相続人がＡ株式会社（以下「本件法人」という。）に対して有し

ていた額面６０３６万４３２５円の貸付金債権（以下「本件債権」という。）について、上記

申告時の評価額が過少であるとして、更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び過少申

告加算税賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件更

正処分等」という。）を受けた。 

    本件は、原告が、被告を相手に、本件更正処分のうち修正申告額を超える部分（本件債権の
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評価に係る部分）及び本件賦課決定処分が違法であるとして、その取消しを求める事案であ

る。 

  ２ 関係法令の定め等 

    関係法令の定め等は、別紙１に記載のとおりである（なお、同別紙において定める略称等は、

以下においても用いることとする。）。 

  ３ 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。） 

  （１）当事者等 

    ア 原告は、本件被相続人の弟である。 

      本件被相続人は、平成２９年６月１５日付けで、相続開始時に本件被相続人の有する一

切の財産を原告に相続させる旨の公正証書遺言をした。本件被相続人は、同年１２月●日

（以下「本件相続開始日」という。）に死亡した。本件相続に係る法定相続人は、原告の

ほか、本件被相続人の姪である丙及び丁の３名であった（乙１、２）。 

      原告は、上記遺言に基づき、本件相続開始日に本件被相続人の全財産を相続した。 

    イ 本件法人は、石油製品及び自動車部品の販売、各種自動車の整備、不動産管理及び賃貸

業務等を目的として昭和３５年１２月●日に設立された株式会社であり、本件相続開始日

当時、東京都練馬区●●所在のＢ（登記情報上の所在地は、「練馬区●●」である。以下

「本件建物」という。）の２０１号室を本店所在地としていた。 

      本件被相続人は、平成１６年８月２０日、本件法人の代表取締役を辞任し、本件被相続

人の妻である戊（以下「亡戊」という。）は、同日、本件法人の代表取締役に就任した。

亡戊は、平成２９年１月●日に死亡し、原告は、同日、本件法人の代表取締役に就任した。 

      本件法人は、遅くとも平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの事業年

度（平成２０年１０月期。以下、事業年度の表記については、当該事業年度の終了年月を

もって「平成○○年○月期」という。）以降の各事業年度において、本件被相続人及びそ

の親族が発行済株式総数の全てを保有する法人税法２条１０号に規定する同族会社であっ

た（乙４）。 

  （２）本件法人の資産及び負債の状況並びに損益の状況等 

本件法人の平成２０年１０月期ないし平成２９年１０月期（以下、当該各事業年度を総称

して「本件各事業年度」という。）に係る資産及び負債の状況並びに損益の状況は、それぞ

れ別紙２及び別紙３のとおりである。 

     本件各事業年度における本件法人の借入金の期末現在高及びその借入先の内訳は、別紙４

のとおりである。 

     本件法人は、本件相続開始日当時、別紙５の物件目録１記載の居宅（以下「Ｂ２０１号室」

という。）、同目録２記載の居宅（以下「Ｂ６０１号室」という。）、同目録３記載の居宅（以

下「Ｃ４０６号室」という。）を所有していた（以下、Ｂ２０１号室、Ｂ６０１号室及びＣ

４０６号室を併せて「本件所有不動産」という。）。 

  （３）本件法人の清算 

    ア 本件法人は、平成３０年５月３０日にＢ６０１号室を、同年７月１８日にＢ２０１号室

を、同年９月６日にＣ４０６号室をそれぞれ売却した。 

    イ 原告は、本件相続により取得した本件法人に対する本件債権について、本件法人から１

４０５万４２８８円の返済を受けた。 
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    ウ 本件法人は、平成３０年７月●日に解散し、同年１０月●日に清算手続が結了した。 

  （４）本件更正処分等に至る経緯 

    ア 原告は、平成３０年１０月１０日、処分行政庁に対し、本件相続税の申告をした（乙１。

この申告に係る申告書を以下「本件当初申告書」という。）。原告は、上記申告において、

本件債権を１４０５万４２８８円と評価した（乙１・７枚目）。 

    イ 原告は、令和元年１２月２７日、処分行政庁に対し、本件相続税の修正申告をした（乙

２。以下「本件修正申告」といい、本件修正申告に係る申告書を「本件修正申告書」とい

う。）。原告は、本件修正申告においても、本件債権を１４０５万４２８８円と評価した

（乙２・５枚目）。 

    ウ 処分行政庁は、本件債権についてその額面どおり６０３６万４３２５円と評価し、令和

２年４月２２日付けで、原告に対し、相続税の課税価格を１億８６５４万６０００円、納

付すべき税額を２８３６万３５００円とする本件更正処分及び過少申告加算税の税額を１

２５万９０００円とする本件賦課決定処分をした。 

  （５）本件訴えに至る経緯 

    ア 原告は、令和２年７月１３日、本件更正処分等を不服として、処分行政庁に対し、再調

査の請求をしたところ、処分行政庁は、同年１０月８日付けでこれを棄却した。 

    イ 原告は、令和２年１１月９日、本件更正処分等を不服として、国税不服審判所長に対し、

審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、令和３年１１月１日付けで、同審査請求を

棄却する旨の裁決をし、原告は、その頃、同裁決書謄本の送達を受けた。 

    ウ 原告は、令和４年４月２７日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

  ４ 課税処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

本件において被告が主張する課税処分の根拠及び適法性に関する主張は、後記５に記載する

ほか、別紙６に記載のとおりである（なお、同別紙において定める略称等は、以下において

も用いることとする。）。 

  ５ 争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 

  （１）争点（１）（本件債権の評価）について 

    （被告の主張の要旨） 

    ア 貸付金債権の評価に関する評価通達の定めについて 

      貸付金債権の評価に関しては、評価通達２０４及び２０５が定めているところ、評価通

達２０４が、原則として、貸付金の価額を元本の金額と既経過利息との合計額で評価する

とし、評価通達２０５が、例外として、債務者が手形交換所において取引停止処分を受け

たとき等、債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれると

きに限り、それらの金額を元本の価額に算入しないとしているのは、貸付金債権の性質に

照らして合理的なものということができる。 

      そして、評価通達２０５は、同（１）ないし（３）の事由のほか、「その回収が不可能

又は著しく困難であると見込まれるとき」を評価通達２０４による評価の例外的事由とし

て掲げているが、これが評価通達２０５（１）ないし（３）の事由と並列的に規定されて

いることからすると、評価通達２０５にいう「その回収が不可能又は著しく困難であると

見込まれるとき」とは、評価通達２０５（１）ないし（３）の事由と同程度に、債務者が

経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込みがない



4 

 

か又は著しく困難であると確実に認められるときをいうものと解される。 

    イ 本件債権について 

      本件法人の負債は、その大部分を本件法人の代表者あるいはその親族からの借入金が占

め（本件各事業年度における平均額で算出した、その負債に占める上記借入金の割合は約

９８．９％）、これらの借入金は無利息かつ返済期限の定めがないものであったから、直

ちに返済を要する負債はほとんどなかった上、負債から当該借入金の額を除いた場合には、

いずれの事業年度も資産が負債を上回る状況であった。本件各事業年度における本件法人

の損益の状況は、現金支出を伴わない減価償却費を計上していた平成２０年１０月期から

平成２３年１０月期までは、減価償却費を除けば、いずれも税引前当期純利益は黒字にな

り、平成２４年１０月期以降も、修繕費を３０万円以上計上した平成２４年１０月期、平

成２５年１０月期及び平成２７年１０月期以外は税引前当期純利益は黒字であった。本件

法人の本件被相続人からの借入金残高は、平成１３年１０月期から本件被相続人が亡戊の

本件法人に対する貸付金債権を取得した平成２９年１月３１日までの間、継続的に減少し

ていたのであるから、本件法人には、返済期限の定めがなく直ちに返済する必要がない借

入金を返済する資力があった。 

      以上より、本件債権は、評価通達２０５（１）ないし（３）に該当せず、評価通達２０

５にいう「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」にも該当しない。

したがって、本件債権の評価に当たっては、評価通達２０５の定めの適用はないことから、

本件債権は、評価通達２０４の定めにより評価することとなり、本件相続開始日における

元本価額である６０３６万４３２５円と評価される。 

      法令や通達はもとより、国税当局の公式的な見解を定めた情報等を参照しても、相続税

の申告期限までに解散・清算した法人に対する貸付金債権を回収不能と認めるとの規定や

取扱いは見当たらず、原告が主張する実務は存在しない。 

    ウ 評価通達６の定めの適用について 

      評価通達６において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認めら

れる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」旨の定めが設けられているとこ

ろ、原告の主張する事情は本件債権の本件相続開始日時点における適正な時価とは何ら関

連性を有しない上、本件債権は、前記ア及びイのとおり、評価通達２０４の定めによって

評価した６０３６万４３２５円が相続税法２２条に規定する時価であると認められる以上、

本件相続開始日以後に回収した金額にかかわらず、評価通達２０４の定めによって評価し

た価額をもって課税することは相続税法２２条の規定に沿い、実質的な租税負担の公平に

資するものであるから、本件債権を評価通達６の定めにより評価すべきであるとの原告の

主張には理由がない。 

    （原告の主張の要旨） 

    ア 貸付金債権の評価に関する評価通達の定めについて 

      貸付金債権の債務者について、評価通達２０５（１）ないし（３）の掲げる手続等が実

施されておらず、かつ、事業が継続している場合であっても、貸付金債権の回収の見込み

がないか又は著しく困難である事態は存在するから、評価通達２０５の「その他その回収

が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の該当性については、貸付金債権の回

収可能性に影響を及ぼし得る要因がうかがわれる場合には、評価時点における業務内容、
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財務内容、収支状況等を総合的に検討した上で、その実質的価値を判断すべきである。 

      仮に、評価通達２０５の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれる

とき」に関する被告の解釈を前提とすると、不正確な貸付金債権の時価評価を導きかねず、

相続財産の時価評価の原則を定める相続税法２２条に反し、ひいては憲法８４条の租税法

律主義にも反する。 

      法人税法５２条１項、法人税法施行令９６条１項１号は、債務超過の状態が相当期間継

続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがない場合は、取立ての見込みがない金額（個

別貸倒引当金繰入限度額）を損金算入することを認めており、相続税法２４条は、定期金

に関する権利の評価につき、額面どおりに評価されないことを認めているのであって、被

告の評価通達２０５の解釈は相当でない。 

    イ 本件債権について 

      本件では、次の事情に照らせば、本件債権につき、原告が本件法人から一部弁済を受け

た１４０５万４２８８円を超える金銭を回収することは不可能ないし著しく困難であった

と見込まれるから、評価通達２０５により本件債権を１４０５万４２８８円と評価すべき

である。 

    （ア）債務者の業務内容 

       本件法人は、かつてはガソリンスタンドを経営していたが、ガソリンスタンドの経営

を他社に譲り、本件相続開始日当時、本件法人の事業は不動産賃貸業のみとなっていた。 

       本件被相続人は平成２６年に複雑骨折で入院し、亡戊は同時期に癌を発症して平成２

９年１月に死亡した。原告は、亡戊が死亡したため、本件法人の代表取締役に就任した

が、本件建物が昭和４７年築のため老朽化しており、大規模改修・地震等のリスクが大

きすぎること、上記代表取締役就任時７８歳と高齢であった原告が、居住している鎌倉

市から本件建物の管理のために定期的に練馬区に通勤することは困難であること、本件

法人の事業が黒字化する見込みがなかったことから、本件被相続人との間で、事業を継

続しないことを決定しており、本件被相続人は、本件債権の切捨てを了承していた。 

       本件法人の事業廃止は本件相続開始日までには決まっており、本件所有不動産は全て

売却することとされていた。 

       相続財産の現況は、本来は相続開始時点で評価することになっているが、相続税の申

告期限までに会社が解散している場合は、それを相続時の事情として、社長が会社に貸

し付けている貸付金債権は回収不能であったと認めるのが実務である。本件法人は、相

続税の申告期限までに解散及び清算しており、相続開始前から所有不動産の売却の準備

を進めていたのであるから、本件相続開始日時点で会社の解散が決まっていたのは明ら

かである。 

    （イ）債務者の財務内容 

       本件所有不動産は、本件相続開始日直前の平成２９年１０月期において、本件法人の

資産の約８割を占めていた。 

       本件法人は、平成１６年に本件建物の１階を売却した後は、その売上は年間３００万

円ないし４００万円程度となり、給与や管理費等を支払い、減価償却費を計上すると、

利益が生じない経営状態であった。本件法人は、平成２２年１０月期に本件建物の８０

３号室を売却した以後は、賃貸収入が年間２００万円ないし３００万円程度となり、翌
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期以降は債務超過に陥り、本件相続開始日までその状態が継続していた。債務超過は長

期に及んでおり、その解消の目途も全く立っていなかった。 

    （ウ）債務者の収支状況 

       本件法人の損益は、平成２３年１０月期以降、平成２８年１０月期を除き、毎期純損

失が生じていた上、雨漏りによる賃借人への損害賠償や補修工事等があり、現状の経営

資源で利益回復することが困難な状況が続いていた。本件法人の本業である不動産賃貸

業で稼いだ利益を表す営業利益は、平成２０年１０月期から平成２３年１０月期のいず

れも大きな赤字であり、減価償却費を除いて計算したとしても、営業利益は平成２２年

１０月期と平成２３年１０月期は赤字のままである。 

       本件法人においては、本件相続開始日当時、Ｂ２０１号室及びＢ６０１号室の年間賃

貸収入は２６０万円程度しかなく、ここから役員報酬６０万円、修繕費１６万円、固定

資産税３０万円、支払手数料６５万円、管理費６２万円等の支出を控除すると、キャッ

シュを残すことはほとんど不可能であった。 

       本件法人の直近の収支状況は赤字であり、減価償却費を計上すると多額の欠損法人に

なってしまうため、減価償却費の計上も行っていなかった。本件法人では、役員報酬を

月額５万円計上しているが、現金同等物は、平成２７年１０月期がマイナス９３万円、

平成２８年１０月期がマイナス５９万円、平成２９年１０月期がマイナス６７万円であ

り、単年度の収支では役員報酬も取れない状況が続いていた。当期純利益が黒字となっ

たのは平成２８年１０月期のみであり、それも僅か３５万１５６４円であって、仮に毎

年３５万１５６４円を本件債権６０３６万４３２５円の返済に充てたとしても、返済が

完了するのは１７２年後である。 

       本件建物は、昭和４７年に建築されており、本件相続開始日時点で築４５年と老朽化

した物件であって、頻繁に不具合が生じ恒常的に修繕費が必要となることは容易に予想

され、賃料収入が得られるのはせいぜいあと数年程度であった。 

    （エ）返済期限の定めのない借入金は、貸主からの催告があれば、相当期間が経過する前に

直ちに返済しなければならないから、これを理由に直ちに返済を要する負債ではないと

するのは明白な誤りである。原告が本件法人に催告をしなかったのは、催告をしても回

収できる状態でないことを認識していたからである。本件法人の負債のうち、その大部

分が本件法人の代表者や親族からの借入金が占めていたことは、本件法人が金融機関か

ら融資を受けることが困難で著しく信用状態が悪化していたことを裏付けるものである。 

    ウ 評価通達６の定めの適用 

本件相続開始日当時、本件法人の事業が黒字化する見込みがなく、本件法人の事業廃止

及び清算が決定されていたことを踏まえると、本件債権のうち原告が本件法人の事業廃止

の過程における本件所有不動産の売却により得た１４０５万４２８８円を超える部分につ

いては、原告が財産を取得したとはいえず、実質的な租税負担の公平に反するし、相続財

産の時価評価の原則にも反する。よって、本件債権は、評価通達６により１４０５万４２

８８円と評価すべきである。 

  （２）争点（２）（通則法６５条４項１号の「正当な理由」の有無）について 

    （原告の主張の要旨） 

     本件法人は、原告と本件被相続人との間で事業を継続しない決定がされ、本件相続開始日
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以降、本件所有不動産を全て売却し、平成３０年１０月●日に清算手続を結了しており、原

告は本件所有不動産の売却代金から、本件債権のうち１４０５万４２８８円の弁済を受けた。 

     原告が、本件相続開始日当時、本件法人の事業廃止及び清算が決定されていたことを踏ま

え、本件法人から返済を受けた１４０５万４２８８円を超える部分について「回収が不可能

又は著しく困難であると見込まれる」と判断したことは、本件法人が金融機関から融資を受

けることが困難であって著しく信用状態が悪化していたこと、本件法人は平成１６年１０月

期以降当期純利益の赤字が継続し事業として成り立つ収支状況ではなかったこと、平成２８

年１０月期の当期純利益の額を本件債権の返済に充てたとしても返済が完了するのが１７２

年後であること、本件建物から賃料収入が得られるのはあと数年程度であったことを考慮す

ると、合理的であり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があるといえ、

納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるから、正当な理由

がある。 

    （被告の主張の要旨） 

     過少申告加算税の趣旨及び目的からすれば、過少申告となった要因が納税者の税法の不知

又は誤解に起因する場合には、正当な理由があったとはいえないところ、本件債権の評価に

おける本件更正処分のような評価通達２０５の解釈については多くの裁判例において明らか

にされていたのであるから、原告の本件相続税の申告における本件債権の評価額は、単に相

続税法２２条や通達の解釈の誤解に起因するものにすぎず、正当な理由があるとはいえない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 認定事実 

    前記前提事実、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

  （１）本件法人の事業内容 

    ア 本件法人は、東京都練馬区●●を本店所在地とし、昭和３５年１２月●日に設立された

株式会社であり、設立当初はガソリンスタンドを経営していた（甲４、１３、１４）。 

    イ 分譲マンションである本件建物は、昭和４７年４月２４日、当時の本件法人の上記アの

本店所在地上に新築され、本件法人は、本件建物の１階、２階、６階及び８階の数部屋を

等価交換により取得し、その２階、６階及び８階の数部屋を賃貸し、１階では自らガソリ

ンスタンドを経営していたが、その後、１階のガソリンスタンドの建物及び設備一式を同

業者に賃貸した（甲５、６、１３、１４）。 

    ウ 本件法人は、平成８年頃以降、専ら所有する上記イの本件建物の数部屋の不動産賃貸業

を行っていた。本件法人は、本件建物の数部屋の他にＣ４０６号室を所有しており、これ

を保養所としていた。本件法人は、平成１６年７月、本件建物の１階の部屋を賃借人に売

却した。（甲１３、１４） 

    エ 本件法人は、平成１６年７月以降、Ｂ２０１号室、Ｂ６０１号室及び本件建物の８０３

号室の不動産賃貸業をしており、平成２２年１０月期に同８０３号室を売却して以降は、

Ｂ２０１号室及びＢ６０１号室の不動産賃貸によって収入を得ていた（甲１３、１４、乙

５）。 

  （２）本件法人の経営状況等 

    ア 本件法人の本件各事業年度の不動産賃貸による収入は、別紙３の「①売上高」欄に記載

のとおりであり、本件法人の本件各事業年度の販売費及び一般管理費の額並びにその内訳
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は、別紙３の「②販売費、一般管理費」欄及び「内訳」欄に記載のとおりであって、役員

報酬の額は、平成２０年１０月期及び平成２１年１０月期は亡戊に１０２万円、平成２２

年１０月期は亡戊に６７万円、平成２３年１０月期ないし平成２８年１０月期は亡戊に６

０万円、平成２９年１０月期は原告に４５万円、亡戊に１５万円がそれぞれ計上されてお

り、平成３０年７月期には１３９万５０００円が支払われている。 

      本件法人の損益の状況は、現金出金を伴わない減価償却費を計上していた平成２０年１

０月期ないし平成２３年１０月期は、減価償却費を除けば、いずれも税引前当期純利益は

黒字であり、平成２４年１０月期以降も、修繕費を３０万円以上計上した平成２４年１０

月期、平成２５年１０月期及び平成２７年１０月期以外は税引前当期純利益は黒字であっ

て、減価償却費と修繕費のいずれも計上しなかった平成２８年１０月期には当期純利益が

３５万１５６４円あった。 

     （乙５、６）。 

    イ 本件各事業年度における本件法人の借入金の期末現在高は、別紙４のとおりであり、平

成２０年１０月期は６０２８万９１４８円で、平成２２年１０月期には５７１２万９１４

８円に減少したが、その後は微増していき、平成２７年１０月期には６１４５万６７８６

円となったものの、その後微減し、平成２９年１０月期には６０６５万７６２５円となっ

たものであって、本件各事業年度の借入金の平均額は約５９６２万円であった。その借入

金の借入先は、本件被相続人、原告及び亡戊であり、全て本件法人の代表者あるいはその

親族からの期限の定めのない無利息の借入れであった。亡戊が平成２９年１月●日に死亡

してその貸付金債権を本件被相続人が相続により取得したことにより、平成２９年１０月

期の貸付金の借入先の内訳は、本件被相続人に対して本件債権の額と同額である６０３６

万４３２５円、原告に対して２９万３３００円となり、本件相続開始日当時も同様であっ

た。（乙７、弁論の全趣旨） 

    ウ 本件各事業年度における本件法人の負債の平均額は約６０２８万円であって、前記イの

本件各事業年度における本件法人の代表者あるいはその親族からの借入金の期末現在高の

平均額である約５９６２万円がその約９８．９％を占めていた（乙５）。 

    エ 本件法人は、本件相続開始日当時、Ｂ２０１号室及びＢ６０１号室並びに平成４年９月

２４日新築のＣ４０６号室を所有していた。本件法人は、平成２９年１０月期において、

現金・預金の残高５２９万５６８２円、特別修繕積立金の残高６１７万４７２４円を有し

ていた。（甲７、乙５） 

  （３）本件相続開始日以降の本件法人の状況 

    ア 本件法人は、平成３０年５月３０日、Ｂ６０１号室を第三者に７６０万円で売却し、同

年７月１８日、Ｂ２０１号室を第三者に７４４万円で売却し、同年９月６日にＣ４０６号

室を原告に６００万円（平成２９年１２月１８日付けの仲介業者による査定価格と同額で

ある。）で売却した（甲３、５ないし８）。 

    イ 本件法人は、平成３０年７月期に本件被相続人に対する退職金及び弔慰金並びに原告及

びその妻子への役職退職金を計７１０万円支払うなどし、残余の財産をもって原告の本件

債権の返済（１４０５万４２８８円）をしたが、本件債権から上記額を控除した残額の４

６３１万００３７円については債務免除を受けた（乙８ないし１０）。 

    ウ 本件法人は、平成３０年７月●日の株主総会により解散することが可決され、同年１０



9 

 

月●日に清算結了した（甲４）。 

  ２ 争点（１）（本件債権の評価）について 

（１）相続税法２２条は、特別の定めのあるものを除き、相続により取得した財産の価額は、相

続の時における時価による旨を規定しており、同条に規定されている「時価」とは、当該財

産の客観的交換価値をいうものと解されるところ、これは必ずしも一義的に確定されるもの

ではなく、これを個別に評価すると、その評価方法及び基礎資料の選択の仕方等によっては

異なる評価額が生ずることが避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅

速な処理が困難となるおそれがある。そこで、課税実務上は、相続税法等に特別の定めのあ

るものを除き、財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、原則としてこれに定め

られた画一的な評価方法によって、当該財産の評価を行うこととされている。このような取

扱いは、税負担の公平、納税者の便宣、徴税費用の節減といった観点からみて合理的であり、

これを形式的に全ての納税者に適用して財産の評価を行うことは、通常、税負担の実質的な

公平を実現し、租税平等主義にかなうものである。そして、評価通達の内容自体が財産の

「時価」を算定する上での一般的な合理性を有していると認められる限りは、評価通達の定

める評価方法に従って算定された財産の評価額をもって、相続税法上の「時価」であると事

実上推認することができるものと解される。 

     評価通達２０４は、原則として、貸付金の価額を元本の金額と既経過利息との合計額で評

価すると規定し、評価通達２０５は、例外として、債務者が手形交換所において取引停止処

分を受けたとき等、債権金額の全部又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると見込ま

れるときに限り、それらの金額を元本の価額に算入しないとしているところ、このような規

定は、貸付金債権の性質に照らして合理的なものということができる。 

     そして、評価通達２０５は、その（１）ないし（３）の事由のほか、「その回収が不可能

又は著しく困難であると見込まれるとき」も評価通達２０４による評価の例外的事由として

掲げているが、これが評価通達２０５（１）ないし（３）の事由と並列的に規定されている

ことからすると、上記「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、

評価通達２０５（１）ないし（３）の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していること

が客観的に明白であり、そのため、債権の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると

確実に認められるときをいうものと解すべきである。 

     これに対し、原告は、評価通達２０５に対する上記解釈では不正確な貸付金債権の時価評

価を導きかねず相続税法２２条に反するなどと主張するが、上記説示に照らし採用すること

ができない。なお、上記主張の関連で原告が援用する①法人税法５２条１項及び法人税法施

行令９６条１項１号の各規定並びに②相続税法２４条の規定のうち、①は本件とは税目も趣

旨も異なるものであり、相続財産の時価評価とは直接関係ない規定であるし、②は定期金に

関する権利の評価についての相続税法２２条の「特別の定め」であり、貸付金債権に関する

規定ではない。 

  （２）前記認定事実によれば、本件法人は、本件各事業年度において、ほぼ継続して債務超過の

状況にあったものであるが、その債務のほとんどは本件法人の代表者あるいはその親族から

の借入金であり、これは無利息かつ返済期限のないものであった上、本件法人の本件相続開

始日時点の借入金は、本件債権である６０３６万４３２５円と原告に対する２９万３３００

円であって、その債権者は全て原告であったのであるから、本件法人の代表取締役である原
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告が自らその返済時期や方法を調整することは可能であったといえ、直ちに返済を要するも

のではないことは明らかである。 

     また、前記認定事実によれば、本件法人には、Ｂ２０１号室及びＢ６０１号室の不動産賃

貸による賃料収入が継続的にあり、その損益の状況は、本件各事業年度において、低額とは

いい難い額の役員報酬を継続的に支払った上で、現金出金を伴わない減価償却費を計上して

いた平成２０年１０月期ないし平成２３年１０月期は、減価償却費を除けばいずれも税引前

当期純利益は黒字、平成２４年１０月期以降は、修繕費を３０万円以上計上した平成２４年

１０月期、平成２５年１０月期及び平成２７年１０月期以外は税引前当期純利益は黒字であ

ったものであり、本件法人は本件相続開始日時点でも営業を継続していたものである。 

     そして、本件法人は、遅くとも平成８年頃以降は専ら不動産賃貸業を営むものであったと

ころ、一般的に不動産賃貸業は、その継続について格別の知識や能力を要するものというこ

とはできず、本件被相続人の死亡によって事業の継続が困難になったということはできない。

そして、本件建物は、老朽化していたとはいえ本件相続開始日後の平成３０年の段階でその

各室がそれぞれ７００万円以上の価格で第三者に売却することができていたこと（前記認定

事実（３）ア）などに照らすと、本件相続開始日後も本件法人を存続させ、将来にわたって

生じ得る経常利益を本件債権の返済に充てることは可能であったものと解すべきであって、

本件法人の解散及び清算は、損害のこれ以上の拡大を防ぐためにやむなく行われたというよ

りは、飽くまでも本件法人における経営上の判断の結果によるものと認められる。 

     以上の事情に照らせば、本件法人が、経済的に破綻していることが客観的に明白で、本件

債権の回収の見込みがない又は著しく困難であると確実に認められるものであったとはいえ

ず、本件債権について、「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当

たるとはいえないというべきである。したがって、評価通達２０５の定めの適用はなく、本

件債権は、評価通達２０４の定めにより、本件相続開始日における元本価額である６０３６

万４３２５円と評価すべきである。 

     そして、上記評価が著しく不適当であるということはできないから、評価通達６の定めを

適用することはできない。 

  （３）原告は、①代表取締役就任時７８歳と高齢であって本件建物の管理のために定期的に通勤

することは困難であった旨、②本件相続開始日より前に本件被相続人との間で本件法人の事

業を継続しない決定をしていた旨及び③平成２８年１０月期の当期純利益３５万１５６４円

を本件債権６０３６万４３２５円の返済に充てたとしても返済が完了するのは１７２年後で

ある旨を主張するが、①Ｂ２０１号室及びＢ６０１号室の管理を原告以外の者に任せること

も可能であったといえること（現に、乙５によれば、本件法人は、平成２１年１０月期まで

は年額８０万円強、本件建物の８０３号室を売却した平成２２年１０月期は同７０万円強、

平成２３年１０月期ないし平成２９年１０月期は同６０万円強の管理費を支出していること

が認められる。）、②かかる決定の存在を示す的確な証拠はないし、仮にそのような決定をし

ていたとしても、それは前記説示のとおり、飽くまでも経営上の判断によるものといえるこ

と、③本件債権の回収に長期間を要する見込みがあるとしても、評価通達２０５（１）ない

し（３）の事由と同程度に本件法人の破綻を示すものとはいえないことからすれば、上記①

ないし③のような各事情をもって、本件法人の経済的な破綻を客観的に裏付けるものという

ことはできない。 
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     さらに、原告は、本件建物から賃料収入が得られるのはせいぜいあと数年程度であったと

主張するが、その主張を裏付けるに足る的確な証拠はないし、かえって、本件法人は平成２

９年１０月期に特別修繕積立金の残高６１７万４７２４円を有していたものであり（前記認

定事実（２）エ）、必要であればＢ２０１号室及びＢ６０１号室の修繕等を実施することも

可能であったと推認し得ること、上記各室が本件相続開始日後にいずれも７００万円以上の

価格で第三者に現に売却し得ていたこと（前記認定事実（３）ア）などからしても、原告の

上記主張は採用することができない。 

     次いで、原告は、返済期限の定めのない借入金は、貸主からの催告があれば直ちに返済し

なければならない旨主張するが、前記説示のとおり、本件法人の本件相続開始日における借

入金の借入先は原告であり、本件法人がその返済を催告されるおそれは事実上なかったとい

えるから、原告の上記主張はその前提を欠く。 

     また、原告は、相続財産の評価については、相続税の申告期限までに会社が解散している

場合は、それを相続開始時の事情として、社長が当該会社に貸し付けている貸付金債権は回

収不能であったと認めるのが実務であるとも主張するが、このような実務の存在を裏付ける

的確な証拠はないから、原告の上記主張もまたその前提を欠く。 

     なお、原告は、本件債権が回収不能であった旨の主張もするが、原告が援用する裁判例等

は貸付金債権の相続税法２２条に規定する時価の算定と直接関係するものではない。その他、

本件債権の回収可能性に関する原告の主張は、いずれも採用することはできない。 

  ３ 争点（２）（通則法６５条４項１号の「正当な理由」の有無）について 

  （１）過少申告加算税は、過少申告をした納税者と当初から適法に申告し納税した納税者との間

の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止

し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であり、

主観的責任の追及という意味での制裁的な要素は重加算税に比して少ないものである。通則

法６５条４項は、修正申告書の提出又は更正に基づき納付すべき税額に対して課される過少

申告加算税につき、その納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又

は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められ

るものがある場合には、その事実に対応する部分についてはこれを課さないこととしている

が、過少申告加算税の上記の趣旨に照らせば、同項にいう「正当な理由があると認められる」

場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過

少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又

は酷になる場合をいうものと解するのが相当である（最高裁平成●●年（○○）第●●号同

１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁参照）。 

  （２）これを本件について見ると、相続法２２条の「時価」及び評価通達２０５の「その回収が

不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の解釈は、前記２（１）で説示したとおり

であり、また、本件法人の業務内容や経営状況等は前記認定事実のとおりであるところ、本

件賦課決定処分当時、前記１で認定したような本件法人の業務内容や経営状況等に照らして、

本件債権につき「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」との要件を満

たすとする課税庁の公的見解等が存在していたことはうかがわれず、本件において「その回

収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」との要件を満たすとする原告の解釈は、

独自のものであるといわざるを得ない。よって、本件更正処分に伴って原告に過少申告加算
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税を賦課することが、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお不当又は酷である場合に当た

る場合であるとはいえない。 

     したがって、原告に「正当な理由」があるとは認められない。 

  ４ 本件更正処分等の適法性について 

前記２及び３に加え、証拠（甲１）及び弁論の全趣旨によれば、本件相続について原告に課

される相続税及び過少申告加算税は、別紙６に記載のとおりと認められ、本件更正処分等と

同額であることが認められる。したがって、本件更正処分等は、適法である。 

 第４ 結論 

    よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 岡田 幸人 

   裁判官 都野 道紀 

   裁判官 曽我 学 
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（別紙 1)

関係法令等の定め

第 1 相続税法の定め

第 2

相続税法 22 条（評価の原則）は、同法第 3 章において特別の定めのあるも

のを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の

取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、

その時の現況による旨定めている。 ' 

財産評価基本通達（昭和 3 9年 4月 2 5 日付け直資 5 6 ほかによる国税庁長

官通達。た 9だし、平成3 0 年 5 月2 1 日付け課評 2~14 による改正前のもの。

という。）の定め（乙 1 2) 以下「評価通達」

1 ・評価通達 204 （貸付金債権の評価），

貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに

という。）の価額は、次に掲げる元本の価類するもの（以下「貸付金債権等」

額と利息の価額との合計額によって評価する。

貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額(1) 

(2) 貨付金債権等に係る利息（括弧内略）の価額は、課税時期現在の既経過利

息として支払を受けるべき金額

2 評価通達 205 （貸付金債権等の元本価額の範囲）

前項の定めにより貸付金債権等の評価を行、う場合において、その債権金額の

全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その

回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金

額は元本の価額に算入しない。

(1) 債務者について次に掲げる事実が発生して・いる場合におけるその債務者に

対して有する貸付金債権等の金額（その金額のうち、質権及び抵当権によっ

て担保されている部分の金額を除く。）
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．．． ．．．．． 
••••••• ．． ．． ... ．．． ．．． ..... 

ィ手形交換所（これに準ずる機関を含む。）におし、て取引停止処分を受け

たとき

ロ 会社更生法の規定による更生手続開始の決定があったとき

ノ‘

ホ

民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったとき

会社法の規定による特別清算開始の命令があったとき

破産法の規定による破産手続開始の決定があったとき

(2) 

業況不振のため又はその営む事業について重・大な損失を受けたため、そ

の事業を廃止し又は 6 か月以上休業しているとき • 

更生計画認可の決定、再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の

・決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、'

債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの

決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決

定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額

イ 弁済までの据置期間が決定後 5 年を超える場合におけるその債権の金額

年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、

ヘ

口

(3) 

課税時期後 5 年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額

当事者間の契約により債権の切捨て；棚上げ、年賦償還等が行われた場合

において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立し

たものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2) に掲げる金

額に準ずる金額
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別紙5

物 件 目録

ー（一棟の建物の表示）

所 在練馬

・ ・建物の名称•占■■■■-
（専有部分の建物の表示）

家屋番号

建物の名称

類・事務所

鉄骨鉄筋コンクリート造 1 階建

積 2 階部分 4 6 . 13rd . 

．（敷地権の目的たる土地の表示）

土地の符号

種

構 造

床 面

所在及び地番

目地

地 ; •積

（敷地権の表示）

土地の符号

敷地権の種類・

＇敷地権の割合

2 0 1 

2 

ー

練馬

宅地

5 4 9. 

1 

賃借権

1 万分の 2 1 8 

（一棟の建物の表示）

所 在

建物の名称

74rrl 

（専有部分の建物の表示）
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•. 
● ● ●’ 

ヽ...... 
••••••• ．． 

● . . ．．． ．．． ．．． ．．． 

家屋番号

建物の名称

類種

．
．構

・床 面

造

積

（敷地権の目的たる土地の表示）

土地の符号

所在及び地番

・地

6 0 1 

居宅

鉄骨鉄筋・::::iンクリート造 1階建

3 9 . 6 3 d 6 階部分

・地

目

積

ー

練馬

宅地

5 4 9. 

．． 

74rrl 

（敷地権の表示）

土地の符号

敷地権の種類

敷地権の割合

1 

賃借権

1万分の 1 9 5 

. 3 （一棟の建物の表示） ．． 
所 在

．建物の名称

（専有部分の建物の表示） ．． 
家・屋番号

建物の名称 4 0 6 

類居宅・

造鉄筋コンクリート造 1 階建

6 階部分 7 6. 8 6吋

（敷地権の目的たる土地の表示）

種

構

床 面 積

土地の符号 ー
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．．． 
••••• ．．．．．．．． .. . 
• • ・．．． .. .. .... .. . 

•• 
所在及び地番 田方

地 目

地

土地の符号

所在及び地番

積

地

地

目

積

宅地

・1 9 1 3 5 . 6 9 nf 

2 

田方郡

宅地

1 7 5 3 . 

•• 9 

5 5 rd 

（敷地権の表示）

土地の符号

敷地権の種類

敷地権の割合

土地の符号

敷地権の種類

敷地権の割合

1 

所有権

1 1 2万4 4 '3, 1分の 8 .1 3 1 

2 

賃借権

l 1 2 万 4 4 3 1 分の 8 1 3 1 
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（別紙６） 

本件更正処分等の根拠及び適法性 

 

 第１ 本件相続税に係る課税の根拠 

    被告が本訴において主張する原告に係る本件相続税の課税価格及び納付すべき税額は、別紙

７「課税価格等の計算明細表」に記載した金額であり、これらの金額の計算根拠は、以下の

とおりである。 

  １ 課税価格の合計額（別紙７順号１１の「合計額」欄の金額） １億８６５４万６０００円 

    本件相続の共同相続人は原告、丙及び丁の３名であるところ、本件相続により財産を取得し

たのは原告のみである。 

    上記金額は、本件相続により原告が取得した次の（１）の財産の価額（別紙７順号７の金額）

から、原告が負担した下記（２）の債務等の金額（別紙７順号８の金額）を控除した後の金

額（別紙７順号９の金額）に、相続税法１９条の規定により下記（３）の純資産価額に加算

される暦年課税分の贈与財産価額（別紙７順号１０）を加算した金額につき、国税通則法

（平成３０年法律第７号による改正前のもの。以下「通則法」という。）１１８条１項の規定

により１０００円未満の端数を切り捨てた後の課税価格の金額（別紙７順号１１）である。 

  （１）本件相続により取得した財産の価額（別紙７順号７の「合計額」欄の金額） 

  １億８８１１万１６２６円 

     上記金額は、原告が本件相続により取得した財産の総額であり、次のアないしカの合計額

である。 

    ア 土地の価額（別紙７順号１の「合計額」欄の金額） ８２３７万４３４６円 

      上記金額は、原告が本件相続により取得した土地の価額の合計額であり、本件修正申告

書第１５表の「土地（土地の上に存する権利を含みます。）計⑥」欄の「各人の合計」欄

の金額（乙２・６枚目）と同額である。 

    イ 家屋、構築物の価額（別紙７順号２の「合計額」欄の金額） １３６５万３７００円 

      上記金額は、原告が本件相続により取得した家屋及び構築物の価額の合計額であり、本

件修正申告書第１５表の「家屋、構築物⑨」欄の「各人の合計」欄の金額（乙２・６枚目）

と同額である。 

    ウ 有価証券の価額（別紙７順号３の「合計額」欄の金額） ５万５９９７円 

      上記金額は、原告が本件相続により取得した有価証券の価額の合計額であり、本件修正

申告書第１５表の「有価証券計⑳」欄の「各人の合計」欄の金額（乙２・６枚目）と同額

である。 

    エ 現金、預貯金等の価額（別紙７順号４の「合計額」欄の金額） ３００５万９６０９円 

      上記金額は、原告が本件相続により取得した現金及び預貯金等の価額の合計額であり、

本件修正申告書第１５表の「現金、預貯金等㉑」欄の「各人の合計」欄の金額（乙２・６

枚目）と同額である。 

    オ 家庭用財産の価額（別紙７順号５の「合計額」欄の金額） ２０万円 

      上記金額は、原告が本件相続により取得した家庭用財産の価額の合計額であり、本件修

正申告書第１５表の「家庭用財産㉒」欄の「各人の合計」欄の金額（乙２・６枚目）と同

額である。 
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    カ その他の財産の価額（別紙７順号６の「合計額」欄の金額） ６１７６万７９７４円 

      上記金額は、原告が本件相続により取得した財産のうち、上記アないしオ以外の財産の

価額の合計額であり、その明細は、別紙８「その他の財産の明細」に記載したとおりであ

る。 

      このうち、別紙８順号１の本件法人を貸付先とする貸付金債権は、本訴でその評価につ

いて争点となっている本件貸付金債権であるところ、本件貸付金債権の評価額は、６０３

６万４３２５円となる。 

      また、別紙８順号２ないし８の未収金の価額は、本件修正申告書第１１表に記載された

価額（乙２・５枚目の細目欄に「未収金」と記載のある財産の価額）と同額である。 

  （２）債務等の金額（別紙７順号８の「合計額」欄の金額） ２５６万５１２０円 

上記金額は、本件被相続人の債務及び同人に係る葬式費用のうち、原告の負担に属する部

分の金額の合計額であり、本件当初申告書第１３表の「３ 債務及び葬式費用の合計額」の

「合計（③＋⑥）⑦」の「（各人の合計）」欄の金額（乙１・８枚目）と同額である。 

  （３）純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額（別紙７順号１０の「合計額」欄の金

額） １００万円 

     上記金額は、原告が、本件相続の開始前３年以内に本件被相続人から贈与により取得した

財産があることから、相続税法１９条の規定により、本件相続税の課税価格に加算すること

となる当該贈与により取得した財産の価額の合計額であり、本件当初申告書第１４表の「１ 

純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額の明細」の「④金

額」欄の「（各人の合計）」欄の金額（乙１・１０枚目）と同額である。 

  ２ 納付すべき相続税額 

原告の納付すべき本件相続税の額は、相続税法１５条ないし１８条の各規定に基づき、次の

とおり算定したものである。 

  （１）課税遺産総額（別紙９順号３の金額） １億３８５４万６０００円 

     上記金額は、前記１の課税価格の合計額１億８６５４万６０００円から、相続税法１５条

の規定により、３０００万円と６００万円に本件相続に係る同条２項における相続人の数で

ある３を乗じた金額１８００万円との合計額４８００万円（別紙９順号２の金額）を控除し

た後の金額である。 

  （２）法定相続分に応ずる取得金額（別紙９順号５の各人欄の金額） 

    ア 原告（法定相続分２分の１） ６９２７万３０００円 

    イ 丙（法定相続分４分の１） ３４６３万６０００円 

    ウ 丁（法定相続分４分の１） ３４６３万６０００円 

     上記各金額は、相続税法１６条の規定により、本件相続に係る相続人（同法１５条２項の

規定による相続人）が上記アの金額を民法９００条の規定による相続分（別紙９順号４）に

応じて取得したものとした場合の各人の取得金額（ただし、昭和３４年１月２８日付け直資

１０による国税庁長官通達「相続税法基本通達の全部改正について」（平成３０年７月３日

付け課資２－９による改正前のもの。）１６－３の取扱いにより、各相続人ごとに１０００

円未満の端数を切り捨てた後の金額）である。 

  （３）相続税の総額（別紙７順号１２の「合計額」欄の金額及び別紙９順号７の金額） 

  ２３６３万６３００円 
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上記金額は、上記（２）のアないしウの各金額に、それぞれ相続税法１６条に定める税率

を乗じて算出した各金額（別紙９順号６）の合計額である。 

  （４）原告の算出税額（別紙７順号１４の「原告」欄の金額） ２３６３万６３００円 

     上記金額は、相続税法１７条の規定により、上記（３）の金額に、原告の課税価格（別紙

７順号１１の「原告」欄の金額）が前記１の課税価格の合計額に占める割合（別紙７順号１

３の「原告」欄の割合）を乗じて算出した金額である。 

  （５）原告の相続税額の加算額（別紙７順号１５の「原告」欄の金額） ４７２万７２６０円 

     上記金額は、相続税法１８条の規定による加算額であり、上記（４）の原告の算出税額に、

１００分の２０を乗じて算出した金額である。 

  （６）原告の納付すべき相続税額（別紙７順号１６の「原告」欄の金額）２８３６万３５００円 

     上記金額は、上記エの原告の算出税額に、上記（５）の原告の相続税額の加算額を加算し

た金額（ただし、通則法１１９条１項の規定により、１００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。 

 第２ 本件更正処分の適法性 

被告が本訴において主張する本件相続に係る原告の納付すべき本件相続税の額は、前記第１

の２（６）のとおりであるところ、この金額は、本件更正処分における原告の納付すべき相

続税額（甲１の１枚目「◯課税標準等及び税額等の計算明細」の「（１）納付税額又は還付税

額の計算明細」の区分「更正額」の「（２４）納付すべき税額」欄の金額）と同額であるから、

本件更正処分は適法である。 

 第３ 本件賦課決定処分の根拠 

    前記第２で述べたとおり、本各更正処分は適法であるから、本件更正処分に伴って原告に課

されるべき過少申告加算税の額は、本件更正処分により原告が新たに納付すべき相続税額１

２５９万円（原告の納付すべき税額２８３６万３５００円から、本件修正申告における原告

の納付すべき税額１５７６万９５００円（乙２の１枚目「財産を取得した人」を原告とする

「修正申告額」欄の金額）を控除した後の金額につき、通則法１１８条３項の規定により１

万円未満の端数を切り捨てた後の金額）に、通則法６５条１項の規定に基づき１００分の１

０を乗じて計算した金額１２５万９０００円である。 

 第４ 本件賦課決定処分の適法性 

    本件更正処分に伴って原告に課される過少申告加算税の額は、前記第３のとおりであるとこ

ろ、この金額は、本件賦課決定処分の額（甲１の１枚目「◯加算税の額の計算明細」の「過

少申告加算税」の「⑦加算税の額」欄の金額）と同額であるから、本件賦課決定処分は適法

である。 



21 

 

  

別紙 7 課税価格等の計算明細表

順号 区 分

］ 取 土 地

2 得 家屋、 構築物

， 

3 財 有 価 証 券

4 産 現金、預貯金等

l 

5 の 、家 庭 用 財 産

| 

6 ¥ 価 その他の財・産
`• 

合 ・, 計 額

82,374,346 

： 
13,653,700 

55,997 

30,059 ,609 

200,000 . 

61,767,974 

• • ● ● 

••••• ••••••• ．． ．． ．．． ．．． 
••• ．．． 

（単位：円）

原 告

82,374,346 

13 ,653,700 

55,997 

30,059,609 

200,000 • 
ゞ

61,767,974 

1 . : 

7 額 小 計 ・) 188, J J l ;626 188, 111, 626 

8 債 務 等 2,565,120 2,565,120 

， 差引純資産価額
185,546,506 185,546,506 

（ 7 .:... 8 ） 

IO 
純資産価額に加算される暦

l,000,000 I, 000, 000 
年謀税分の贈与財産価額

11 課 税 価 格 186,546,000 186,546 ,000 
．． 

12 相 続 税 0) 総 額 23, 636, 300 . — 13 あ ん 分 割 合 I 
186,546 

. 186,646 

14 相 続 税 額 23,636,300 23,636 .300 

]5 
相続税額の •2 割加算が行わ

4,727,260 4,727,260 
れる場合の加算金額

16 納付すべき相続税額 28,363,500 28,363,500 

（注） I 順号．Il r課税価格Jの金額は． ．通則法］ 18 条］項の規定により、1. 000 円未満の端数を

切り捨てた後の金額である｀

2 順号） 6 I納付すべき相続税額」の金額は、通則法］ 19 条 1項の規定により ．100 円未満・

の端数を切り捨てた後の金額である。・
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． ．．．  
••••• ••••••• •• ．． ．．．  ． ． ．  ... . 

．．． 

別紙 9 相絨税の総額の計算明細表

． 
.. 

訴・外a・ ■•• -:r 
順号 区

I 

分 原 告 訴外

1 課税価格の合計額 186, 臼6,000

2 
・遺産 ．9こ係る 48,000,000 
．基 礎 控 除 額

3 
鰈 税 遺 産．総額 .138, 546, 000 
( 1  - 2 )  •: 

） 1 ］ 

4 法定相続分
2 4 4 

法定相続分に応ずる

5 取 得 金 額 69,273 ,000 34,636,000 34 ,636, OQ O 
（ 3. X 4 ） 

相続税の総額の I 

6 
基となる税額

)3, 781,900 • 4,927 ,200 4,927,200 
. I 

｀ 
．． ， ヽ

1 相続税の総額 23,636 ,300 

（単位： ：円）

（注9 . i 順号） 「謀税価格の合計額J・の金額は、別表 l順号】） ［課税価格Jの I合計額J.

襴の金額である。

2 順号 2 「遺産に係る基縫控除額Jの 金額は, 13 0,000 千円 +6,000 千円 X 3 人

（相綬税法J5条 2項に規定する相続人の数） I の算式にょり求められた金額である．．

3 順号 5 「法定相続分に応ずる取得金額Jの金額は ．順号 3 r鰈税遺産総額Jの

金額に、順号 4 r法定相続分」の割合を乗じ（相続税法16 条）、それぞれ1,000 円

未満の端数を切り捨てた後の金額である．

順号 6 げ目練税の総額の基となる税額」の金額は、各相続人（相続税法J5条 2項

に規定する棺餓人）ごとに順号 5 I法定相続分に応ずる取得金額Jの金額に栢饒税

法16 条に定める率を乗じて算出した金額である．

5 順号 7 （相綬税の総額」の金額は、順号6 I相続税の総額の基となる税額Jの

各相続人の金額の合計額である、

4 
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別紙２～４、８ 省略 
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